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ケアハウス公孫樹
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※それぞれの評価結果は、ホームページにて閲覧することができます。
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（特非） International  Social Service 
Culture  Center

評価結果を公表しました（R３/３/１～３/３１ 公表順）

令和元年度末から新型コロナウイルス禍が続く中、令和２年度においては、１回目の緊
急事態宣言下で訪問調査等の自粛要請があるなど、福祉サービス第三者評価推進事業にお
いても大きな影響を受けました。そのような中、受審いただいた事業所の皆様、評価機関
の皆様には、例年以上に綿密な打ち合わせをし、感染予防対策に特段の配慮をして対応い
ただきました。大変お疲れさまでした。

令和２年度の第三者評価実施件数は９件です

http://www.tfhs.jp/


第三者評価を受審した事業所のご意見（一部抜粋）

○ 園全体での取り組みや職員の姿勢、保護者への信頼など、日ごろの施設運営や保育が良
い評価として認めていただけたと思う。また、改善点も把握できたことで、今後に役立てるこ
とができる。

○ 保育園の現状を理解していただき、コロナウイルス感染防止の為実施できない事業の評価
や実地調査での配慮等、事前説明もきちんとなされ、評価内容にも考慮していただいたと思
います。

（複数回答あり）



福祉サービス第三者評価推進シンポジウム開催のお知らせ

（日 時） 令和３年１２月１３日（月）１３：００～１６：００（受付１２：３０～）

（会 場） とちぎ福祉プラザ 多目的ホール（宇都宮市若草１－１０－６）

（対象者） 社会福祉施設従事者、市町行政、評価機関等

（定 員） １００名

※受付は先着順とし、定員を超えた時点で受付を締め切ります。
※定員を超え、お断りする場合のみご連絡いたします。
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『福祉サービス第三者評価の意義と有
効活用について』
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②パネルディスカッション

『第三者評価を受審してあらためて気づ
いたこと』

ま
と
め

閉
会

【講師・コーディネーター】 淑徳大学准教授 山下 興一郎氏

【パネリスト】 ◆ケアハウス公孫樹 ◆多機能型事業所セルプ花 ◆日光市並木保育園

（申し込み） 申込用紙は、別途送付した開催通知または機構ホームページからダウンロードで
きます。

※申し込み締め切り 令和３年１１月３０日（火）

※注意事項
当日は、マスクをご着用ください。また、発熱等の症状がある場合は、参加をお控えください。
なお、新型コロナウイルスの感染状況により、実施方法が変更となる場合があります。
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■第三者評価事業に関するご意見・ご要望がありましたら、お寄せ下さい■

Ｒ３年 ６月 第1回基準等部会（２４日）

8月 評価調査者養成研修（１８日、２５日）

9月 評価調査者養成研修（３日、１３日、21日）

１０月 評価調査者継続研修（５日）

評価調査者継続研修（２１日）

第2回基準等部会

１２月 福祉サービス第三者評価推進シンポジウム（１３日）

R４年 3月 第1回認証部会

運営委員会

令和3年度とちぎ福祉サービス第三者評価推進機構 事業計画

第三者評価は、提供する
サービスの過程を評価し、

サービスの質の向上・改善
を図る事業所の自主的な取
り組みです。

そのため、第三者評価を
実施し、評価結果を公表し
ている事業所は、自らの課
題に対応することで質の向
上に取り組み、利用者や地
域の皆さまの信頼に応える
よう努力している事業所と

いえます。

実施済証は利用者が信頼
できる施設を選択するた
めの目印になります。

第三者評価を受審した事業所には実施済証とステッカーを
交付いたします。

第三者評価実施済証

事業所名〇〇〇〇〇〇

貴事業所はとちぎ福祉サービス第三者

評価推進機構が認証した評価機関による

福祉サービス第三者評価を実施した

ことを証する

令和３年〇月〇日
とちぎ福祉サービス第三者評価推進機構

委員長 〇〇〇〇

4月から担当者が変わりました。よろしくお願いします。 事務局長 手塚 誠一
事務局 中川 浄信

第 三 者 評 価 実 施 済 証 の ご 案 内

http://www.tfhs.jp/

